
大規模災害時の心がけ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏面もご覧ください。   

発災後、３日間はごみが出せません。 

４日目からは、生ごみ、衛生 
用品、携帯トイレ、紙おむつは
出せるようになります。 

４日目から出せるごみ 

生ごみ 携帯トイレ 紙おむつ 衛生用品 

ご み 

包帯 

生理用品 

横須賀市役所 (資源循環部 )からのお願い

 
 横須賀市役所からのお願い 

地震などの大規模な災害が発生した際の、「ごみ」と「し尿」の処理に 

 
ついて、最低限知っておいていただきたい事項を記載してあります。 

 
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

ばんそうこう 

 

地震 

など 

（災害の規模や状況により、ごみが出せるようになるまでの日数は異なります。） 
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大規模災害時の心がけ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

        自宅のトイレ             携帯トイレ                       仮設トイレ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時は、し尿のくみ取り、浄化槽の清掃を中断すること

があります。 

発災後、自宅のトイレが流せる場合は、自宅のトイレ

を使用してもかまいません。 

トイレで使用した紙は下水管に流さず、「燃せるごみ」

に出してください。 

災害時の断水に備え、お風呂の水を溜めおきしてくだ

さい。トイレの水を流す時に使えます。 

自宅のトイレの汚水があふれた場合は、使用を中止し、

携帯トイレや仮設トイレを使用してください。 

自宅のトイレの汚水があふれた場合は、使用を中止し、

携帯トイレや仮設トイレを使用してください。 

し 尿 

各家庭で７日分程度の携帯トイレを備蓄してください。 

事務担当：横須賀市資源循環部資源循環推進課 
： 

※携帯トイレとは、 
ビニール袋と凝固剤等がセットになっている「非常用トイレ」のことです。 

流せる場合 流せない場合 

：(ごみ)046‐822‐8230 (し尿)046‐822‐8458 
 

： 

地震 

など 

○ 

○ 

○ 

○ 

（１人１日当たり３～５袋を目安に用意してください。） 
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○ 

○ 


